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は
じ
め
に 

 　

平
安
貴
族
の
結
婚
と
い
う
と
、
妻
問
婚
に
よ
る
一
夫
多
妻
制
と
考
え
ら
れ
て

き
た
時
期
が
あ
っ
た
。
今
で
も
そ
の
よ
う
に
記
し
た
本
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ

う
い
っ
た
幻
想
（
願
望
？
）
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 

 　

し
か
し
、
実
際
に
は
彼
ら
は
嫡
妻
と
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
り
（
と
い
う
よ

り
、
そ
の
女
性
の
家
に
婿
入
り
し
た
の
で
あ
る
）、
古
記
録
な
ど
を
読
ん
で
い

て
も
、
一
時
期
に
は
妻
は
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
人
が
多
い
の
で
あ
る
。 

 　

ま
た
、か
つ
て
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
配
偶
者
同
士
の
格
付
け
は
な
く
、

「
妻
」
と
「
妾
」
の
区
別
も
明
確
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
近
年
で
は
、
藤
原
道
長
の
配
偶
者
で
あ
る
倫
子
所
生
の
子
女
と
明
子
所
生

の
子
女
に
関
し
て
、
男
子
に
つ
い
て
は
昇
進
、
女
子
に
つ
い
て
は
結
婚
相
手
の

選
択
に
つ
い
て
比
較
さ
れ
た
梅
村
恵
子
氏
の
研
究注

１

や
、
道
長
に
よ
る
子
女
へ
の

邸
宅
の
伝
領
に
つ
い
て
比
較
さ
れ
た
野
口
孝
子
氏
の
研
究注
２

に
よ
っ
て
、
倫
子
と

明
子
は
配
偶
者
と
し
て
同
格
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

私
も
、「
女
方
」
倫
子
と
「
高
松
」
明
子
の
呼
称
の
差
異
を
通
じ
て
、
倫
子
と

明
子
の
格
差
を
推
定
し
た
こ
と
が
あ
る注

３

。 

 　

平
安
貴
族
社
会
に
も
「
妻
」
と
「
妾
」
の
差
異
は
明
確
に
存
在
し
、
た
と
え

ば
光
源
氏
の
「
妻
」
が
葵
上
と
女
三
宮
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
両
者
は
厳
然

と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る注

４

。 

 　

と
こ
ろ
が
、『
御
堂
関
白
記
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
少
な
く
と
も
表
記
の
上

で
は
、
道
長
は
「
妻
」
と
「
妾
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
事
例
が
数
多
く
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
長
の
配
偶
者
認
識
、『
御
堂
関
白
記
』
の
記
載
の
特
色
、

ひ
い
て
は
平
安
貴
族
社
会
の
結
婚
に
つ
い
て
考
え
る
材
料
を
提
供
し
た
い
。 

 
『
御
堂
関
白
記
』
の
「
妻
」
と
「
妾
」
に
つ
い
て 
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『
御
堂
関
白
記
』
の
「
妻
」
と
「
妾
」 

 　

現
在
残
っ
て
い
る
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、「
妻
」
ま
た
は
「
妾
」
と
い
う

語
が
、
自
筆
本
、
古
写
本（
お
よ
び
古
写
本
を
書
写
し
た
平
松
本
）合
わ
せ
て
、

四
二
例
、
見
ら
れ
る
。
な
お
、
自
筆
本
を
書
写
し
た
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）

の
平
松
本
に
は
、
こ
の
語
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。 

   　

ち
な
み
に
、
妻
の
語
源
は
「
つ
ま
（
端
）」
と
同
じ
く
、
本
体
・
中
心
か
ら

み
て
他
端
の
も
の
、
相
対
す
る
位
置
の
も
の
の
意
で
、
建
物
な
ど
で
は
正
面
を

平
（
ひ
ら
）
と
い
う
の
に
対
し
て
、
棟
と
直
角
の
側
面
を
い
い
、
人
間
関
係
で

は
配
偶
者
を
い
う
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
）。 

 　

さ
て
、『
御
堂
関
白
記
』
に
四
二
例
、
見
ら
れ
る
用
例
の
う
ち
で
は
、「
妻
」

が
一
八
例
、「
妾
」
が
二
四
例
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
だ
と
両
者
が
拮
抗
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
自
筆
本
と
古
写
本
の
違
い
を
考
慮
す
る
と
、
驚
く
べ

き
結
果
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 　

自
筆
本
で
は
、「
妻
」
が
一
例
も
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、「
妾
」
が
七
例
、

古
写
本
で
は
「
妻
」
が
一
八
例
、「
妾
」
が
一
七
例
、
つ
ま
り
古
写
本
で
両
者

が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
で
も
拮
抗
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

で
あ
っ
て
、
元
々
道
長
が
記
録
し
て
い
た
自
筆
本
で
は
、『
御
堂
関
白
記
』
を

記
録
し
た
全
期
間
に
わ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
妾
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 　

た
と
え
ば
、
自
筆
本
と
古
写
本
の
両
方
が
残
っ
て
い
る
長
保
二
年

（
一
〇
〇
〇
）二
月
二
十
一
日
条
で
は
、
自
筆
本
が「
故
斉
名
の
妾0

、『
扶
桑
集
』

を
奉
る
」
と
あ
る
も
の
を
、
古
写
本
で
は
「
故
斉
名
の
妻0

」
と
書
き
替
え
て
い

る
。
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
七
月
十
四
日
条
の
自
筆
本
「
出
居
の
座
、
東
の

妾0

に
在
り
」
を
古
写
本
系
統
の
平
松
本
で
「
出
居
の
座
、
東
の
妻0

に
在
り
」
と

書
き
替
え
た
例
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
正
月
三
日
条
の
自
筆
本
「
二
尺
五

寸
の
二
脚
は
南
北
を
妾0

に
立
つ
」「
三
尺
一
脚
は
東
西
を
妾0

に
立
て
、
…
…
」

を
古
写
本
で
「
二
尺
五
寸
の
二
脚
は
南
北
を
妻0

に
立
つ
」「
三
尺
一
脚
は
東
西

を
妻0

に
立
て
、
…
…
」
と
書
き
替
え
た
例
も
同
様
で
あ
る
。 

 　

寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
八
月
二
十
三
日
条
で
自
筆
本
の
「
其
の
妾0

に
乗
鞍

一
具
」
を
古
写
本
（
師
実
筆
）
で
「
其
の
妾0

に
乗
鞍
一
具
」
と
し
た
例
、
寛
弘

八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
日
条
で
自
筆
本
の
「
東
対
の
南
妾0

門
口
よ
り
下
り

給
ふ
」
を
古
写
本
（
師
実
筆
）
で
「
東
対
の
南
妾0

戸
口
よ
り
下
り
給
ふ
」
と
し

た
例
と
い
っ
た
例
外
は
存
在
す
る
が
、
基
本
的
に
古
写
本
は
自
筆
本
の
「
妾
」

を
「
妻
」
と
書
き
替
え
て
い
る
。 

 　

な
お
、『
御
堂
関
白
記
』の
古
写
本
は
、
基
本
的
に
二
人
の
手
に
よ
っ
て
い
る
。

道
長
の
嫡
孫
で
あ
る
師
実
と
、
某
（
お
そ
ら
く
は
そ
の
家
司
）
で
あ
る
。
自
筆

本
の
「
妾
」
を
そ
の
ま
ま
「
妾
」
と
写
し
た
二
例
が
い
ず
れ
も
師
実
の
手
に
な

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。 



五
七

 　
「
つ
ま
」
を
古
写
本
で
「
妾
」
と
表
記
し
て
い
る
一
七
例
の
う
ち
、
九
例
が

師
実
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
視
点
を
変
え
る
と
、
師
実
が
書
写
し
た
年
で

「
つ
ま
」
を
表
記
し
た
一
一
例
の
う
ち
、「
妻
」
は
二
例
、「
妾
」
は
九
例
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
某
の
表
記
し
た
三
五
例
は
、「
妻
」
が
一
六
例
、「
妾
」
が
八

例
と
、「
妻
」
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。 

 　

摂
関
家
の
長
で
あ
る
道
長
や
師
輔
に
「
妾
」
表
記
の
多
い
こ
と
の
意
味
は
、

ま
た
別
個
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

建
築
の
向
き
を
表
わ
す
「
妻
」
と
「
妾
」 

 　

次
に
、「
つ
ま
」
が
意
味
す
る
主
要
な
二
つ
の
語
義
の
う
ち
、
ま
ず
建
築
の

向
き
に
関
す
る
「
つ
ま
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
意
外
な
こ
と
に
、

「
妻
」
が
一
六
例
、「
妾
」
が
六
例
で
あ
る
。 

 　

自
筆
本
は
す
べ
て
「
妾
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
、
四
例
す
べ
て
が
「
妾
」

で
あ
る
が
、
古
写
本
は
「
妻
」
が
一
六
例
、「
妾
」
が
二
例
と
な
る
。
古
写
本

で
は
、
お
そ
ら
く
は
自
筆
本
で
は
「
妾
」
と
表
記
し
て
い
た
も
の
を
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
、「
妻
」
と
書
き
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
妾
」
の
二
例
は
、

い
ず
れ
も
師
実
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 　

そ
れ
に
し
て
も
、た
と
え
ば
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
十
月
二
十
七
日
条
（
古

写
本
・
師
実
筆
）
の
よ
う
に
、「
廂
の
西
二
間
に
子
午
を
妾0

と
し
て
簾
を
懸
く
」

な
ど
と
、
建
物
の
「
つ
ま
」
を
「
妾
」
と
表
記
す
る
感
覚
は
、
ど
う
に
も
理
解

し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
脳
内
で
「
つ
ま
」
と
書
こ
う
と
し
て
、
そ
の
指
令
が

手
に
伝
わ
る
ま
で
の
間
に
、「
つ
ま
」＝「
妾
」と
い
う
認
識
が
支
配
し
て
し
ま
っ

古
写
本
・
長
和
四
年
十
月
二
十
七
日
条

自
筆
本
・
寛
弘
八
年
六
月
二
日
条



五
八

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 
配
偶
者
を
表
わ
す
「
妻
」
と
「
妾
」 

 　

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
、
配
偶
者
を
表
わ
す
「
妻
」
と
「
妾
」
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
も
驚
く
べ
き
結
果
で
あ
る
。
二
〇
例
の
う
ち
、「
妻
」
が
た
っ
た
の
二
例
、

「
妾
」
が
一
八
例
で
あ
る
。
自
筆
本
三
例
が
す
べ
て
「
妾
」、
古
写
本
が
「
妻
」

二
例
、「
妾
」
一
五
例
で
あ
る
。「
妻
」
と
表
記
し
た
二
例
は
、
い
ず
れ
も
師
実

で
は
な
い
某
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 　

つ
ま
り
、
道
長
や
師
実
に
と
っ
て
は
す
べ
て
、
そ
の
家
司
ク
ラ
ス
の
者
に

と
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
が
、
配
偶
者
「
つ
ま
」
を
表
わ
す
用
字
は
「
妾
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。 

 　

そ
の
中
に
は
、
嫡
妻
で
は
な
い
配
偶
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
に
嫡

妻
を
表
わ
す
場
合
で
も
、
彼
ら
は
配
偶
者
を
「
妾
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
の
場
合
、
そ
の
女
性
が
嫡
妻
な
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
が

た
い
の
で
あ
る
が
、
夫
の
死
後
に
道
長
に
書
を
献
上
し
た
り
（
長
保
二
年
二
月

二
十
一
日
条
）、
夫
と
共
に
任
国
に
下
向
し
た
り
（
寛
弘
元
年
〈
一
〇
〇
四
〉

閏
九
月
十
六
日
条
、
寛
弘
二
年
〈
一
〇
〇
五
〉
八
月
二
十
七
日
条
、
寛
弘
六
年

八
月
二
十
三
日
条
、
寛
仁
二
年
三
月
十
四
日
条
）、
瀕
死
の
夫
を
引
き
取
っ
た

り
（
寛
弘
五
年
〈
一
〇
〇
八
〉
二
月
二
十
日
条
）
し
た
り
し
て
い
る
記
事
に
登

場
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、ほ
と
ん
ど
は
嫡
妻
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。 

 　

た
と
え
ば
、
寛
仁
二
年
十
二
月
二
十
四
日
条（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
）
で
は
、「「
丑
時
、
大
将
の
妾0

、
男
子
を
産
む
」
と
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ

の
「
妾
」
は
藤
原
公
任
の
女
で
、
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
に
教
通
を
婿
取
り

し
た
、
ま
さ
に
嫡
妻
で
あ
る
。
そ
の
嫡
妻
が
教
通
の
一
男
で
あ
る
信
家
を
産
ん

だ
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
の
嫡
妻
に
対
し
て
、
前
日
の
「
左
大
将
の
妾0

、
悩

気
有
り
」
と
い
う
記
事
に
続
い
て
、「
妾
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

な
お
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
四
月
二
十
一
日
条
（
古
写
本
・
師
実
筆
）

は
、 

 

「
是
れ
右
大
臣
、
年
来
の
間
、
彼
の
宰
相
の
妾0

の
女
御
、
勘
当
有
り
て
相
合

は
ず
。
此
れ
宰
相
に
嫁
す
る
後
、
已
に
数
年
。
而
る
に
今
日
、
件
の
家
の
狭

敷
に
、
右
府
、
来
た
る
」
と
云
々
。 

 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
条
天
皇
の
死
後
、そ
の
女
御
で
あ
っ
た
藤
原
元
子（
右

大
臣
藤
原
顕
光
の
女
）
が
数
々
の
浮
き
名
を
馳
せ
た
源
頼
定
と
同
居
し
、
顕
光

は
こ
れ
を
勘
当
し
た
の
で
あ
る
が
、
二
人
は
出
奔
し
て
同
居
を
続
け
、
子
を
儲

け
た
。
こ
の
日
、
二
人
の
賀
茂
祭
の
桟
敷
を
顕
光
が
訪
れ
、
和
解
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
女
御
で
あ
っ
た
元
子
（
こ
の
時
点
で
は
頼
定
の
主
要
な
配
偶
者

で
あ
っ
た
）
を
「
妾
」、
二
人
の
結
婚
を
「
嫁
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

平
安
時
代
の
実
像
は
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
よ
う
な
架
空
の
物
語
か
ら
考

え
た
だ
け
で
は
、
と
う
て
い
そ
の
真
の
姿
に
近
付
く
こ
と
は
で
き
な
い
。 



五
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お
わ
り
に 

 　

以
上
、『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
「
つ
ま
」
の
表
記
、「
妻
」
と
「
妾
」
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
道
長
や
師
実
と
い
っ
た
摂
関
家
当
主
が

ほ
と
ん
ど
「
妾
」
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
、
古
写
本
で
あ
っ
て
も
建
築
関
係
の

「
つ
ま
」
に
は
「
妻
」、
配
偶
者
を
表
わ
す
場
合
に
は
「
妾
」
を
使
用
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 　

こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
特
に
『
小
右
記
』
や
『
権
記
』
な
ど
、
同
時

期
の
他
の
古
記
録
（
写
本
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
）
に
も
こ
の
結
果
が
適
用
さ

れ
る
の
か
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
平
安
時
代
史
研
究
に
お
け
る
結

婚
制
度
や
配
偶
者
の
立
場
に
つ
い
て
、
一
石
を
投
じ
た
い
。 

 　

な
お
、
最
後
に
字
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
実
は「
妻
」と「
妾
」

は
字
形
が
似
て
い
て
混
同
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
も
、「
妻
」

と
「
妾
」
を
活
字
風
に
確
定
し
た
う
え
で
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
当
に

そ
れ
が
「
妻
」
や
「
妾
」
と
い
う
字
な
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
厳
密
な
考
察
が

求
め
ら
れ
る
（
私
の
拙
い
判
読
で
は
、「
妻
」
と
「
妾
」
で
い
い
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
が
）。い
や
は
や
学
問
は
行
き
着
く
先
が
な
く
、
道
は
遙
か
に
遠
い
。 

 

注 

 

（
1
）
梅
村
恵
子
「
摂
関
家
の
正
妻
」（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日

本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
） 

 

（
2
）
野
口
孝
子
「
平
安
貴
族
社
会
の
邸
宅
伝
領
」（『
古
代
文
化
』
第
五
七

巻
第
六
号
掲
載
、
二
〇
〇
五
年
） 

 

（
3
）
倉
本
一
宏
「『
御
堂
関
白
記
』
に
見
え
る
「
女
方
」
に
つ
い
て
」（『
む

ら
さ
き
』
四
七
号
掲
載
、
二
〇
一
〇
年
） 

 

（
4
）
工
藤
重
矩
『
源
氏
物
語
の
結
婚　

平
安
朝
の
婚
姻
制
度
と
恋
愛
譚
』

（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
） 

 

・
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）　

二
月
二
十
一
日
（
自
筆
本
・
道
長
筆
） 

 　
　

故
斉
名
の
妾0

、『
扶
桑
集
』
を
奉
る
。 

 

・
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）　

二
月
二
十
一
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

故
斉
名
の
妻0

、『
扶
桑
集
』
を
奉
る
。 

 

・
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）　

閏
九
月
十
六
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

微
雨
、
降
る
。
陸
奥
守
道
貞
朝
臣
の
妾0

子
、
下
向
す
。 



六
〇

 
・
寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）　

十
二
月
二
十
七
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

東
西
妻0

二
間
に
車
を
立
つ
。 

 

・
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）　

八
月
二
十
七
日
（
古
写
本
系
統
の
平
松
本
） 

 　
　

忠
範
の
妾0

式
部
、
下
向
す
。車
を
調
へ
、
賜
は
ん
と
欲
す
る
間
に
来
た
る
。 

 

・
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）　

三
月
三
日
（
古
写
本
系
統
の
平
松
本
） 

 　
　

其
の
東
に
四
尺
の
書
屏
風
一
雙
を
立
つ
。
南
北
を
妻0

と
す
。 

 

・
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）　

八
月
十
七
日
（
古
写
本
系
統
の
平
松
本
） 

 　
　

相
撲
の
屋
よ
り
出
で
て
御
前
を
渡
り
、
東
の
妻0

に
至
り
て
上
る
。 

 

・
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）　

七
月
十
四
日
（
自
筆
本
・
道
長
筆
） 

 　
　

出
居
の
座
、
東
の
妾0

に
在
り
。 

 

・
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）　

七
月
十
四
日
（
古
写
本
系
統
の
平
松
本
） 

 　
　

出
居
の
座
、
東
の
妻0

に
在
り
。 

 

・
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）　

二
月
二
十
日
（
古
写
本
系
統
の
平
松
本
） 

 　
　

寅
時
ば
か
り
、
私
家
に
送
る
。
妾0

と
同
車
す
。 

 

・
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）　

八
月
二
十
三
日
（
自
筆
本
・
道
長
筆
） 

 

陸
奥
守
済
家
、
罷
り
申
す
。
女
装
束
・
下
襲
・
表
袴
・
馬
を
賜
ふ
。
其
の

妾0

に
乗
鞍
一
具
。 

 

・
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）　

八
月
二
十
三
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　

陸
奥
守
済
家
、
罷
り
申
す
。
女
装
束
・
下
襲
・
綾
の
袴
・
馬
を
賜
ふ
。
其

の
妾0

に
乗
鞍
一
具
。 

 

・
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）　

六
月
二
日
（
自
筆
本
・
道
長
筆
） 

 　
　

左
衛
門
陣
よ
り
御
輦
を
入
れ
、
東
対
の
南
妾0

門
口
よ
り
下
り
給
ふ
。 

 

・
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）　

六
月
二
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　

左
衛
門
陣
よ
り
御
輦
を
入
れ
、
東
対
の
南
妾0

戸
口
よ
り
下
り
給
ふ
。 

 

・
長
和
元
年（
一
〇
一
二
）　

十
一
月
一
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉筆
） 

 　
　

今
、
案
ず
る
に
、
若
し
く
は
是
れ
、
案
を
東
西
を
妻0

に
し
て
立
つ
か
。 

 

・
長
和
元
年（
一
〇
一
二
）　

十
一
月
二
十
二
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

東
一
間
に
御
船
を
居
う
。
其
れ
東
西
の
妻0

。
…
… 

 　
　

神
殿
の
南
面
の
御
簾
を
開
き
、
入
御
す
。
件
の
殿
は
南
北
の
妻0

な
り
。 

 

・
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）　

七
月
二
十
二
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

宮
の
御
乳
母
兼
澄
朝
臣
の
女
子
、
参
る
。
是
れ
周
頼
朝
臣
の
妾0

な
り
。 

 

・
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）　

七
月
二
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　
「
此
の
西
の
宅
な
り
。
是
れ
保
昌
の
本
の
妾0

の
為
す
所
」
と
云
々
。 

 
・
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）　

七
月
二
十
三
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 
聞
く
事
は
加
賀
守
政
職
、
件
の
宮
の
御
封
物
、
未
だ
弁
ぜ
ざ
る
に
、
妾0

女

の
宅
、
封
ぜ
ら
る
る
事
な
り
。 

 

・
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）　

十
月
二
十
七
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 



六
一

 　
　

廂
の
西
二
間
に
子
午
を
妾0

と
し
て
簾
を
懸
く
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

三
月
十
二
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　

南
殿
の
未
申
の
角
よ
り
、
南
北
を
妻0

に
屏
幔
を
引
く
。
…
… 

 　
　

楽
所
は
馬
場
の
西
廊
の
南
妻0

な
り
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

四
月
二
十
一
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　
「
是
れ
右
大
臣
、
年
来
の
間
、
彼
の
宰
相
の
妾0

の
女
御
、
勘
当
有
り
て
相

合
は
ず
。
此
れ
宰
相
に
嫁
す
る
後
、
已
に
数
年
。
而
る
に
今
日
、
件
の
家

の
狭
敷
に
、
右
府
、
来
た
る
」
と
云
々
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

五
月
二
十
五
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　

故
右
京
進
致
行
の
妾0

の
家
に
大
学
助
至
孝
、
行
く
。件
の
女
の
宅
に
入
る
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

五
月
二
十
六
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　

件
の
致
行
の
妾0

は
観
峯
の
縁
と
す
る
所
の
者
な
り
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

七
月
二
十
九
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

左
少
弁
経
頼
の
妻0

、
亡
ぬ
。
是
れ
産
事
な
り
。 

 

・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）　

十
月
四
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉
筆
） 

 　
　
「
右
衛
門
督
の
妾0

、
産
気
有
り
」
と
云
々
。 

 

・
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）　

二
月
六
日
（
古
写
本
・
師
実
筆
） 

 　
　
「
放
免
為
重
丸
と
同
女
と
相
妾0

な
り
」
と
云
々
。
…
… 

 

・
寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）　

十
一
月
二
十
二
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

寝
殿
の
東
の
妻0

戸
よ
り
入
る
。 

 

・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）　

正
月
三
日
（
自
筆
本
・
道
長
筆
） 

 　
　

二
尺
五
寸
の
二
脚
は
南
北
を
妾0

に
立
つ
。
…
… 

 

三
尺
一
脚
は
東
西
を
妾0

に
立
て
、
御
酒
盞
を
置
き
〈
盤
・
蓋
有
り
。〉、
匕

を
加
ふ
。 

 

・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）　

正
月
三
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉
筆
） 

 　
　

二
尺
五
寸
の
二
脚
は
南
北
を
妻0

に
立
つ
。
…
… 

 

三
尺
一
脚
は
東
西
を
妻0

に
立
て
、
御
酒
盞
を
置
き
〈
盤
・
蓋
有
り
。〉、
匕

を
加
ふ
。 

 

・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）　

三
月
十
四
日（
自
筆
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉筆
） 

 　
　

美
濃
守
泰
通
の
妾0

小
式
部
、
国
に
下
向
す
。 

 

・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）　

三
月
十
四
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉筆
） 

 　
　

美
濃
守
泰
通
の
妾0

小
式
部
、
国
に
下
向
す
。 

 

・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）　

十
月
二
十
二
日
（
古
写
本
・
某
〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

余
、
御
後
の
御
屏
風
の
南
妻0

に
候
ず
。
…
… 

 　
　

西
面
の
御
屏
風
の
南
妻0

に
円
座
一
枚
を
敷
き
、
余
の
座
と
為
す
。
…
… 

 　
　

馬
場
の
南
に
五
尺
の
張
を
立
つ
〈
東
西
を
妻0

と
す
。〉。
…
… 

 　
　

馬
場
殿
の
西
廊
の
北
妻0

五
間
を
擬
文
章
生
の
座
と
為
す
。
…
… 



六
二

 
・
寛
仁
二
年（
一
〇
一
八
）　

十
二
月
二
十
三
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　

左
大
将
の
妾0

、
悩
気
有
り
。
大
将
、
退
出
す
。 

 

・
寛
仁
二
年（
一
〇
一
八
）　

十
二
月
二
十
四
日（
古
写
本
・
某〈
師
実
家
司
か
〉

筆
） 

 　
　
「
丑
時
、
大
将
の
妾0

、
男
子
を
産
む
」
と
云
々
。 




